
１－１

報告事項１（意見聴取） 

令和３年９月定例府議会提出予定の議案について 

 令和３年９月定例府議会に提出予定の、特に教育に関する事務について定め

る議会の議決を経るべき事件の議案について、次のとおり報告し、委員会に意見

を求める。 

令和３年８月 30 日 

大阪府教育委員会       

〇事件議決案 

１ 指定公立国際教育学校等管理法人の指定の件 

〇条例案 

１ 大阪府立学校条例等の一部改正の件 

＜参考＞ 

〇今後の予定 

９月22日以降 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定に基づ

く知事からの意見聴取 

９月28日      意見聴取に対する回答期限 

９月29日   ９月定例府議会本会議開会 

〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

（教育委員会の意見聴取） 

第29条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分

その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案

を作成する場合においては、教育委員会の意見をきかなければならない。 



１－２

○事件議決案

番号 件     名 概          要

１ 指定公立国際教育

学校等管理法人の

件

大阪府立水都国際中学校及び大阪府立水都国際高等学校

指 定 期 間  令和４年１月１日から 

令和11年３月31日まで 

指定する団体 学校法人 大阪ＹＭＣＡ

○条例案

番号 件     名 概          要

１ 大阪府立学校条例

等の一部改正の件

指定公立国際教育学校等管理法人による大阪府立学校の管理に

関する条例（令和３年大阪府条例第４号）の制定に伴い、「指

定管理者」又は「公の施設」等について定める大阪府立学校条

例等において、指定公立国際教育学校等管理法人及び当該法人

が運営する学校を含める等の措置を行うもの。



１－３

第 号議案 

指定公立国際教育学校等管理法人の指定の件 

国家戦略特別区域法（平成25年法律第107号）第12条の３第１項の規定により、大阪府立水都国際中学校及び大阪

府立水都国際高等学校の指定公立国際教育学校等管理法人を次のとおり指定する。 

令和３年９月 日提出 

大 阪 府 知 事  吉  村  洋  文   

指 定 期 間  令和４年１月１日から令和11年３月31日まで

指定する法人  住所 大阪市西区土佐堀一丁目５番６号

         名称 学校法人大阪ＹＭＣＡ
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大
阪
府
条
例
第

号

大
阪
府
立
学
校
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
大
阪
府
立
学
校
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

大
阪
府
立
学
校
条
例
（
平
成
二
十
四
年
大
阪
府
条
例
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

目
次第

一
章
―
第
三
章

（
略
）

第
四
章

（
略
）

第
一
節
―
第
三
節

（
略
）

第
四
節

適
用
除
外
（
第
二
十
三
条
）

第
五
章

入
学
検
定
料
等
（
第
二
十
四
条
―
第
二
十
九

条
）

第
六
章

雑
則
（
第
三
十
条
・
第
三
十
一
条
）

附
則

（
学
校
運
営
の
た
め
の
経
費
の
確
保
）

第
八
条

校
長
（
大
阪
府
立
水
都
国
際
中
学
校
及
び
大
阪

府
立
水
都
国
際
高
等
学
校
（
以
下
「
民
営
学
校
」
と
い

う
。）
の
校
長
を
除
く
。
）
は
、
委
員
会
に
対
し
、
学
校

経
営
計
画
に
定
め
た
教
育
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に

必
要
な
経
費
を
要
求
す
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

第
二
十
二
条

（
略
）

第
四
節

適
用
除
外

第
二
十
三
条

こ
の
章
の
規
定
は
、
民
営
学
校
に
は
適
用

し
な
い
。

第
五
章

（
略
）

第
二
十
四
条
―
第
二
十
九
条

（
略
）

第
六
章

（
略
）

（
民
営
学
校
に
対
す
る
読
替
え
）

第
三
十
条

民
営
学
校
に
対
す
る
第
七
条
第
三
項
及
び

第
十
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
七
条

第
三
項
中
「
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
四

十
七
条
の
五
に
規
定
す
る
学
校
運
営
協
議
会
（
以
下

「
学
校
運
営
協
議
会
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
学

校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十

一
号
）
第
七
十
九
条
及
び
第
百
四
条
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
令
第
四
十
九
条
第
一
項
の
学
校
評
議
員

（
以
下
「
学
校
評
議
員
」
と
い
う
。
）
」
と
、
第
十
条

第
二
項
中
「
学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年

文
部
省
令
第
十
一
号
）
」
と
あ
る
の
は
「
学
校
教
育
法

施
行
規
則
」
と
、
「
学
校
運
営
協
議
会
」
と
あ
る
の
は

目
次第

一
章
―
第
三
章

（
略
）

第
四
章

（
略
）

第
一
節
―
第
三
節

（
略
）

第
五
章

入
学
検
定
料
等
（
第
二
十
三
条
―
第
二
十
八

条
）

第
六
章

雑
則
（
第
二
十
九
条
）

附
則

（
学
校
運
営
の
た
め
の
経
費
の
確
保
）

第
八
条

校
長
は
、
委
員
会
に
対
し
、
学
校
経
営
計
画
に

定
め
た
教
育
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費

を
要
求
す
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

第
二
十
二
条

（
略
）

第
五
章

（
略
）

第
二
十
三
条
―
第
二
十
八
条

（
略
）

第
六
章

（
略
）
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（
大
阪
府
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

大
阪
府
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
八
年
大
阪
府
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条

大
阪
府
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
学
校
評
議
員
」
と
す
る
。

第
三
十
一
条

（
略
）

第
二
十
九
条

（
略
）

改
正
後

改
正
前

（
情
報
提
供
等
の
記
録
の
提
供
先
へ
の
通
知
）

第
三
十
条
の
二

実
施
機
関
は
、
訂
正
決
定
に
基
づ
き
実

施
機
関
が
保
有
す
る
情
報
提
供
等
の
記
録
の
訂
正
の

実
施
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
及
び
番
号
法
第
十
九
条
第
八

号
に
規
定
す
る
情
報
照
会
者
若
し
く
は
情
報
提
供
者

又
は
同
条
第
九
号
に
規
定
す
る
条
例
事
務
関
係
情
報

照
会
者
若
し
く
は
条
例
事
務
関
係
情
報
提
供
者
（
当
該

訂
正
に
係
る
番
号
法
第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二

項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
番
号
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
記
録
さ
れ

た
事
項
に
係
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
実
施
機
関
以
外
の

も
の
に
限
る
。
）
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
書

面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
情
報
提
供
等
の
記
録
の
提
供
先
へ
の
通
知
）

第
三
十
条
の
二

実
施
機
関
は
、
訂
正
決
定
に
基
づ
き
実

施
機
関
が
保
有
す
る
情
報
提
供
等
の
記
録
の
訂
正
の

実
施
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
総
務
大
臣
及
び
番
号
法
第
十
九
条
第
七
号
に

規
定
す
る
情
報
照
会
者
若
し
く
は
情
報
提
供
者
又
は

同
条
第
八
号
に
規
定
す
る
条
例
事
務
関
係
情
報
照
会

者
若
し
く
は
条
例
事
務
関
係
情
報
提
供
者
（
当
該
訂
正

に
係
る
番
号
法
第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ

れ
ら
の
規
定
を
番
号
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
事

項
に
係
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
実
施
機
関
以
外
の
も
の

に
限
る
。
）
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
書
面
に

よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

改
正
後

改
正
前

目
次前

文
第
一
章
・
第
二
章

（
略
）

第
三
章

（
略
）

第
一
節
―
第
三
節

（
略
）

第
四
節

指
定
管
理
者
等
の
特
例
（
第
五
十
三
条
の

三
）

第
五
節

（
略
）

第
四
章
・
第
五
章

（
略
）

附
則

第
四
十
六
条

こ
の
章
の
規
定
は
、
実
施
機
関
及
び
指
定

管
理
者
等
（
指
定
管
理
者
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三

項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
で
、
実
施
機
関
が
指
定
し

た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
指
定
管
理
法
人

（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百

七
号
）
第
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
公
立

国
際
教
育
学
校
等
管
理
法
人
で
、
教
育
委
員
会
が
指
定

目
次前

文
第
一
章
・
第
二
章

（
略
）

第
三
章

（
略
）

第
一
節
―
第
三
節

（
略
）

第
四
節

指
定
管
理
者
の
特
例
（
第
五
十
三
条
の

三
）

第
五
節

（
略
）

第
四
章
・
第
五
章

（
略
）

附
則

第
四
十
六
条

こ
の
章
の
規
定
は
、
実
施
機
関
及
び
指
定

管
理
者
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指

定
管
理
者
で
、
実
施
機
関
が
指
定
し
た
も
の
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
が
府
民
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
管
理
し
て
い
る
図
書
、
刊
行
物
等
に
記
録
さ
れ

て
い
る
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
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し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
が
府
民
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

管
理
し
て
い
る
図
書
、
刊
行
物
等
に
記
録
さ
れ
て
い
る

個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

２
―
５

（
略
）

第
四
節

指
定
管
理
者
等
の
特
例

第
五
十
三
条
の
三

前
章
（
第
三
十
四
条
の
二
を
除
く
。
）

の
規
定
は
、
指
定
管
理
者
等
に
よ
る
地
方
自
治
法
第
二

百
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
の
施
設
又
は
指

定
公
立
国
際
教
育
学
校
等
管
理
法
人
に
よ
る
大
阪
府

立
学
校
の
管
理
に
関
す
る
条
例
（
令
和
三
年
大
阪
府
条

例
第
四
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
対
象
学
校
（
以
下
こ

れ
ら
を
「
管
理
施
設
」
と
い
う
。
）
の
管
理
に
係
る
個

人
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条
第
一

項

実
施
機
関
は
、

個
人
情
報

第
四
十
六
条
第
一
項

の
指
定
管
理
者
等
（
以

下
「
指
定
管
理
者
等
」

と
い
う
。
）
に
お
け
る

個
人
情
報
（
当
該
指
定

管
理
者
等
に
よ
る
第

五
十
三
条
の
三
第
一

項
の
管
理
施
設
（
以
下

「
管
理
施
設
」
と
い

う
。
）
の
管
理
に
係
る

も
の
に
限
る
。
以
下
同

じ
。
）

に
つ
い
て
、

に
つ
い
て
、
当
該
指
定

管
理
者
等
の
管
理
に

係
る
管
理
施
設
を
所

管
す
る
実
施
機
関
（
以

下
「
指
定
実
施
機
関
」

と
い
う
。
）
は
、

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
六
条
第
二

項

実
施
機
関
は
、
指
定
管
理
者
等
が

（
略
）

（
略
）

第
六
条
第
三

項
第
一
号

府
の

指
定
管
理
者
等
の
職

員
の
う
ち
管
理
施
設

の
管
理
に
係
る
事
務

を
行
う

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
六
条
第
五

項

実
施
機
関
は
、
指
定
実
施
機
関
は
、
指

定
管
理
者
等
が

第
七
条
第
一

項
、
第
二
項

及
び
第
三
項

各
号
列
記
以

外
の
部
分

実
施
機
関

指
定
管
理
者
等

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
七
条
第
四

項

実
施
機
関

指
定
管
理
者
等

２
―
５

（
略
）

第
四
節

指
定
管
理
者
の
特
例

第
五
十
三
条
の
三

前
章
（
第
三
十
四
条
の
二
を
除
く
。
）

の
規
定
は
、
指
定
管
理
者
に
よ
る
地
方
自
治
法
第
二
百

四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
の
施
設
（
以
下
「
公

の
施
設
」
と
い
う
。
）
の
管
理
に
係
る
個
人
情
報
の
取

扱
い
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ

る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条
第
一

項

実
施
機
関
は
、

個
人
情
報

第
四
十
六
条
第
一
項

の
指
定
管
理
者
（
以
下

「
指
定
管
理
者
」
と
い

う
。
）
に
お
け
る
個
人

情
報
（
当
該
指
定
管
理

者
に
よ
る
第
五
十
三

条
の
三
の
公
の
施
設

（
以
下
「
公
の
施
設
」

と
い
う
。
）
の
管
理
に

係
る
も
の
に
限
る
。
以

下
同
じ
。
）

に
つ
い
て
、

に
つ
い
て
、
当
該
指
定

管
理
者
の
管
理
に
係

る
公
の
施
設
を
所
管

す
る
実
施
機
関
（
以
下

「
指
定
実
施
機
関
」
と

い
う
。
）
は
、

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
六
条
第
二

項

実
施
機
関
は
、
指
定
管
理
者
が

（
略
）

（
略
）

第
六
条
第
三

項
第
一
号

府
の

指
定
管
理
者
の
職
員

の
う
ち
公
の
施
設
の

管
理
に
係
る
事
務
を

行
う

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
六
条
第
五

項

実
施
機
関
は
、
指
定
実
施
機
関
は
、
指

定
管
理
者
が

第
七
条
第
一

項
、
第
二
項

及
び
第
三
項

各
号
列
記
以

外
の
部
分

実
施
機
関

指
定
管
理
者

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
七
条
第
四

項

実
施
機
関

指
定
管
理
者
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第
七
条
第
五

項

実
施
機
関
は

指
定
管
理
者
等
は

（
略
）

（
略
）

第
八
条
第
一

項
及
び
第
二

項
各
号
列
記

以
外
の
部
分

実
施
機
関
は

指
定
管
理
者
等
は

当
該
実
施
機

関
内

当
該
指
定
管
理
者
等

内

当
該
実
施
機

関
以
外

指
定
実
施
機
関
及
び

当
該
指
定
管
理
者
等

以
外

第
八
条
第
二

項
第
六
号

実
施
機
関
内

指
定
管
理
者
等
内

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
八
条
第
三

項

実
施
機
関
は

指
定
管
理
者
等
は

実
施
機
関
以

外

指
定
実
施
機
関
及
び

当
該
指
定
管
理
者
等

以
外

第
八
条
第
四

項

実
施
機
関
は

指
定
管
理
者
等
は

実
施
機
関
以

外

指
定
実
施
機
関
及
び

当
該
指
定
管
理
者
等

以
外

実
施
機
関
の

指
定
管
理
者
等
の

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
九
条

実
施
機
関

指
定
管
理
者
等

第
十
条
第
一

項

実
施
機
関

指
定
管
理
者
等

実
施
機
関
以

外

当
該
指
定
管
理
者
等

以
外

第
十
条
第
二

項

実
施
機
関

指
定
管
理
者
等

第
十
一
条

実
施
機
関
の

職
員

指
定
管
理
者
等
の
職

員
の
う
ち
管
理
施
設

の
管
理
に
係
る
事
務

を
行
う
職
員

第
十
二
条
第

一
項

実
施
機
関
に

対
し
、
当
該
実

施
機
関
が

指
定
実
施
機
関
に
対

し
、
当
該
指
定
実
施
機

関
に
係
る
指
定
管
理

者
等
が

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
三
条

第
一
項

実
施
機
関
に

対
し
、
当
該
実

施
機
関
が

指
定
実
施
機
関
に
対

し
、
当
該
指
定
実
施
機

関
に
係
る
指
定
管
理

者
等
が

第
二
十
三
条

第
二
項

（
略
）

（
略
）

訂
正
し
な
い

訂
正
を
指
定
管
理
者

等
に
行
わ
せ
な
い

誤
り
を
訂
正

し
な
け
れ
ば

誤
り
の
訂
正
を
指
定

管
理
者
等
に
行
わ
せ

な
け
れ
ば

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
七
条
第
五

項

実
施
機
関
は

指
定
管
理
者
は

（
略
）

（
略
）

第
八
条
第
一

項
及
び
第
二

項
各
号
列
記

以
外
の
部
分

実
施
機
関
は

指
定
管
理
者
は

実
施
機
関
内

指
定
管
理
者
内

当
該
実
施
機

関
以
外

指
定
実
施
機
関
及
び

当
該
指
定
管
理
者
以

外

第
八
条
第
二

項
第
六
号

実
施
機
関

指
定
管
理
者

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
八
条
第
三

項

実
施
機
関
は

指
定
管
理
者
は

実
施
機
関
以

外

指
定
実
施
機
関
及
び

当
該
指
定
管
理
者
以

外

第
八
条
第
四

項

実
施
機
関
は

指
定
管
理
者
は

実
施
機
関
以

外

指
定
実
施
機
関
及
び

当
該
指
定
管
理
者
以

外

実
施
機
関
の

指
定
管
理
者
の

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
九
条
、
第

十
条

実
施
機
関

指
定
管
理
者

第
十
一
条

実
施
機
関
の

職
員

指
定
管
理
者
の
職
員

の
う
ち
公
の
施
設
の

管
理
に
係
る
事
務
を

行
う
職
員

第
十
二
条
第

一
項

実
施
機
関
に

対
し
、
当
該
実

施
機
関
が

指
定
実
施
機
関
に
対

し
、
当
該
指
定
実
施
機

関
に
係
る
指
定
管
理

者
が

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
三
条

第
一
項

実
施
機
関
に

対
し
、
当
該
実

施
機
関
が

指
定
実
施
機
関
に
対

し
、
当
該
指
定
実
施
機

関
に
係
る
指
定
管
理

者
が

第
二
十
三
条

第
二
項

（
略
）

（
略
）

訂
正
し
な
い

訂
正
を
指
定
管
理
者

に
行
わ
せ
な
い

誤
り
を
訂
正

し
な
け
れ
ば

誤
り
の
訂
正
を
指
定

管
理
者
に
行
わ
せ
な

け
れ
ば

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
六
条

第
一
項

（
略
）

（
略
）

一
部
を
訂
正

一
部
の
訂
正
を
指
定

管
理
者
に
行
わ
せ
る
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第
二
十
六
条

第
一
項

一
部
を
訂
正

す
る
と
き
は

一
部
の
訂
正
を
指
定

管
理
者
等
に
行
わ
せ

る
と
き
は

（
略
）

（
略
）

第
二
十
六
条

第
二
項

（
略
）

（
略
）

全
部
を
訂
正

し
な
い
と
き

全
部
の
訂
正
を
指
定

管
理
者
等
に
行
わ
せ

な
い
と
き

個
人
情
報
を

個
人
情
報
を
指
定
管

理
者
等
が

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
一
条

第
一
項

実
施
機
関
に

対
し
、
当
該
実

施
機
関
が

指
定
実
施
機
関
に
対

し
、
当
該
指
定
実
施
機

関
に
係
る
指
定
管
理

者
等
が

第
三
十
一
条

第
二
項

（
略
）

（
略
）

当
該
実
施
機

関
に

指
定
管
理
者
等
に

を
し
な
け
れ

ば

を
指
定
管
理
者
等
に

行
わ
せ
な
け
れ
ば

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
一
条

の
四
第
一
項

（
略
）

（
略
）

一
部
の
利
用

停
止
を
す
る

一
部
の
利
用
停
止
を

指
定
管
理
者
等
に
行

わ
せ
る

（
略
）

（
略
）

第
三
十
一
条

の
四
第
二
項

（
略
）

（
略
）

利
用
停
止
を

し
な
い
と
き

利
用
停
止
を
指
定
管

理
者
等
に
行
わ
せ
な

い
と
き

個
人
情
報
を

個
人
情
報
を
指
定
管

理
者
等
が

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
二
条

第
一
項

実
施
機
関
に

対
し
、
当
該
実

施
機
関
が

指
定
実
施
機
関
に
対

し
、
当
該
指
定
実
施
機

関
に
係
る
指
定
管
理

者
等
が

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
四
条

第
一
項

（
略
）

（
略
）

処
理
を
行
い

処
理
を
指
定
管
理
者

等
に
行
わ
せ

処
理
を
行
わ

な
い

処
理
を
指
定
管
理
者

等
に
行
わ
せ
な
い

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
四
十
五
条

実
施
機
関
は
、
指
定
実
施
機
関
は
、
当

該
指
定
実
施
機
関
に

係
る
指
定
管
理
者
等

が

第
四
十
六
条

第
一
項

実
施
機
関
及

び
指
定
管
理

者
等

指
定
管
理
者
等

（
略
）

（
略
）

（
略
）

す
る
と
き
は

と
き
は

（
略
）

（
略
）

第
二
十
六
条

第
二
項

（
略
）

（
略
）

全
部
を
訂
正

し
な
い
と
き

全
部
の
訂
正
を
指
定

管
理
者
に
行
わ
せ
な

い
と
き

個
人
情
報
を

個
人
情
報
を
指
定
管

理
者
が

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
一
条

第
一
項

実
施
機
関
に

対
し
、
当
該
実

施
機
関
が

指
定
実
施
機
関
に
対

し
、
当
該
指
定
実
施
機

関
に
係
る
指
定
管
理

者
が

第
三
十
一
条

第
二
項

（
略
）

（
略
）

実
施
機
関
に

指
定
管
理
者
に

を
し
な
け
れ

ば

を
指
定
管
理
者
に
行

わ
せ
な
け
れ
ば

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
一
条

の
四
第
一
項

（
略
）

（
略
）

一
部
の
利
用

停
止
を
す
る

一
部
の
利
用
停
止
を

指
定
管
理
者
に
行
わ

せ
る

（
略
）

（
略
）

第
三
十
一
条

の
四
第
二
項

（
略
）

（
略
）

利
用
停
止
を

し
な
い
と
き

利
用
停
止
を
指
定
管

理
者
に
行
わ
せ
な
い

と
き

個
人
情
報
を

個
人
情
報
を
指
定
管

理
者
が

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
二
条

第
一
項

実
施
機
関
に

対
し
、
当
該
実

施
機
関
が

指
定
実
施
機
関
に
対

し
、
当
該
指
定
実
施
機

関
に
係
る
指
定
管
理

者
が

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
四
条

第
一
項

（
略
）

（
略
）

処
理
を
行
い

処
理
を
指
定
管
理
者

に
行
わ
せ

処
理
を
行
わ

な
い

処
理
を
指
定
管
理
者

に
行
わ
せ
な
い

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
四
十
五
条

実
施
機
関
は
、
指
定
実
施
機
関
は
、
当

該
指
定
実
施
機
関
に

係
る
指
定
管
理
者
が

第
四
十
六
条

第
一
項

実
施
機
関
及

び
指
定
管
理

者

指
定
管
理
者

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２

指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
係
る
個

人
情
報
の
収
集
、
利
用
又
は
提
供
に
相
当
す
る
も
の
に

つ
い
て
、
第
七
条
第
三
項
第
七
号
若
し
く
は
第
五
項
又
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（
大
阪
府
外
部
監
査
契
約
に
基
づ
く
監
査
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
四
条

大
阪
府
外
部
監
査
契
約
に
基
づ
く
監
査
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
大
阪
府
条
例

第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

指
定
管
理
者
等
に
よ
る
管
理
施
設
の
管
理
に
係
る

個
人
情
報
の
収
集
、
利
用
又
は
提
供
に
相
当
す
る
も
の

に
つ
い
て
、
第
七
条
第
三
項
第
七
号
若
し
く
は
第
五
項

又
は
第
八
条
第
二
項
第
九
号
若
し
く
は
第
五
項
の
規

定
に
よ
る
審
議
会
の
意
見
の
聴
取
が
既
に
行
わ
れ
て

い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
指
定
管
理
者
等
に
よ
る
管

理
施
設
の
管
理
に
係
る
個
人
情
報
の
収
集
、
利
用
又
は

提
供
に
つ
い
て
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条

第
三
項
第
七
号
若
し
く
は
第
五
項
又
は
第
八
条
第
二

項
第
九
号
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
（
審
議
会
の
意
見

の
聴
取
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。）
は
、
適
用
し
な
い
。

第
五
十
九
条

実
施
機
関
の
職
員
若
し
く
は
職
員
で
あ

っ
た
者
、
第
十
条
第
二
項
の
委
託
を
受
け
た
事
務
に
従

事
し
て
い
る
者
若
し
く
は
従
事
し
て
い
た
者
、
公
社
の

職
員
若
し
く
は
職
員
で
あ
っ
た
者
又
は
指
定
管
理
者

等
が
行
う
管
理
施
設
の
管
理
の
業
務
に
従
事
し
て
い

る
者
若
し
く
は
従
事
し
て
い
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が

な
い
の
に
、
個
人
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
が
記
録
さ
れ

た
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
（
個
人
情
報
を
含
む
情
報
の
集

合
物
で
あ
っ
て
、
一
定
の
事
務
の
目
的
を
達
成
す
る
た

め
に
特
定
の
個
人
情
報
を
電
子
計
算
機
を
用
い
て
検

索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
体
系
的
に
構
成
し
た

行
政
文
書
を
い
う
。
）
（
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
複
製

し
、
又
は
加
工
し
た
も
の
を
含
む
。
）
を
提
供
し
た
と

き
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
す
る
。

は
第
八
条
第
二
項
第
九
号
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定

に
よ
る
審
議
会
の
意
見
の
聴
取
が
既
に
行
わ
れ
て
い

る
場
合
に
お
け
る
当
該
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施

設
の
管
理
に
係
る
個
人
情
報
の
収
集
、
利
用
又
は
提
供

に
つ
い
て
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
第
三

項
第
七
号
若
し
く
は
第
五
項
又
は
第
八
条
第
二
項
第

九
号
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
（
審
議
会
の
意
見
の
聴

取
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。）
は
、
適
用
し
な
い
。

第
五
十
九
条

実
施
機
関
の
職
員
若
し
く
は
職
員
で
あ

っ
た
者
、
第
十
条
第
二
項
の
委
託
を
受
け
た
事
務
に
従

事
し
て
い
る
者
若
し
く
は
従
事
し
て
い
た
者
、
公
社
の

職
員
若
し
く
は
職
員
で
あ
っ
た
者
及
び
指
定
管
理
者

が
行
う
公
の
施
設
の
管
理
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る

者
若
し
く
は
従
事
し
て
い
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な

い
の
に
、
個
人
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
が
記
録
さ
れ
た

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
（
個
人
情
報
を
含
む
情
報
の
集
合

物
で
あ
っ
て
、
一
定
の
事
務
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め

に
特
定
の
個
人
情
報
を
電
子
計
算
機
を
用
い
て
検
索

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
体
系
的
に
構
成
し
た
行

政
文
書
を
い
う
。）
（
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
複
製
し
、

又
は
加
工
し
た
も
の
を
含
む
。
）
を
提
供
し
た
と
き
は
、

二
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

る
。

改
正
後

改
正
前

（
包
括
外
部
監
査
契
約
に
基
づ
く
監
査
）

第
二
条

（
略
）

一
―
五

（
略
）

六

府
が
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法

律
第
百
七
号
）
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
公
立
国
際
教
育
学
校
等
の
管
理
を
行
わ
せ
て

い
る
も
の
の
出
納
そ
の
他
の
事
務
の
執
行
で
当
該

管
理
の
業
務
に
係
る
も
の

（
包
括
外
部
監
査
契
約
に
基
づ
く
監
査
）

第
二
条

（
略
）

一
―
五

（
略
）


